
ぽんすけの
　保険Q&A

Dr.
２
０
２
０
年
は�

�
�「

原
発
依
存
度
を
下
げ
る
」

岸
田
首
相
が
２
０
２
０
年
に

著
し
た
本
で
は
、「
政
府
は
原

発
を
重
要
な
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電

源
と
位
置
づ
け
る
が
、
将
来
的

に
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
主
力
電
源
化
し
、
原
発
へ
の

依
存
度
は
下
げ
て
い
く
べ
き

だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
２
０
２
２
年
８
月
に
行
わ

れ
た
Ｇ
Ｘ
（
グ
リ
ー
ン
ト
ラ
ン

ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
実
行

会
議
で
、「
次
世
代
型
原
発
の

開
発
・
建
設
」「
運
転
期
間
延

長
な
ど
既
存
原
発
の
最
大
限
活

用
」
な
ど
と
、
国
民
へ
の
説
明

も
な
く
、
急
激
な
原
発
回
帰
へ

と
舵
を
切
っ
た
。

具
体
的
に
は
、「
原
則
40
年
、

最
長
60
年
」
と
し
て
い
る
運
転

期
間
に
つ
い
て
、
再
稼
働
に
向

け
て
停
止
し
た
期
間
を
計
算
か

ら
除
外
す
る
こ
と
や
、
廃
炉
予

定
の
原
発
敷
地
内
に
次
世
代
型

原
発
を
開
発
・
建
設
す
る
と
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
出
力
30
万

KW
以
下
の
小
型
モ
ジ
ュ
ー
ル
炉

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
や
冷
却
材
に
ナ
ト

リ
ウ
ム
を
使
う
高
速
炉
、
ヘ
リ

ウ
ム
ガ
ス
で
冷
や
す
高
温
ガ
ス

炉
、
太
陽
内
部
の
現
象
を
再
現

さ
せ
る
核
融
合
炉
な
ど
が
、
次

世
代
型
原
発
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

背
景
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦

争
開
始
後
に
起
こ
っ
た
石
油
や

液
化
天
然
ガ
ス
な
ど
の
輸
入
価

格
高
騰
に
よ
る
わ
が
国
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
不
安
と
ガ
ソ
リ
ン
価
格

の
高
騰
が
あ
る
。
政
府
は
審
査

に
合
格
し
た
原
発
17
基
す
べ
て

を
動
か
し
た
場
合
、
海
外
か
ら

調
達
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
の
約

１
・
６
兆
円
分
を
節
約
で
き
る

と
言
い
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
や
電

気
代
の
高
騰
で
苦
し
む
国
民
へ

の
理
解
を
求
め
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。腐

食
に
よ
る
穴

し
か
し
、
12
年
前
に
起
こ
っ

た
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事

故
に
関
す
る
反
省
は
ど
う
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？　

い
わ
ゆ
る

原
発
推
進
側
の
有
識
者
は
、
同

事
故
を
教
訓
と
し
た
上
で
よ
り

高
度
な
安
全
対
策
を
課
し
て
お

り
、
問
題
は
な
い
と
し
て
い

る
。
あ
の
事
故
は
、
自
然
災
害

は
人
類
の
想
定
を
は
る
か
に
超

え
る
大
規
模
災
害
が
起
こ
り
う

る
こ
と
を
教
訓
と
し
て
示
し
た

は
ず
で
あ
る
。
同
事
故
は
終
息

し
て
お
ら
ず
、
廃
炉
へ
の
道
筋

も
つ
か
ず
、
今
な
お
２
万
人
以

上
の
方
々
が
県
外
で
避
難
生
活

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

２
０
２
２
年
12
月
５
日
に
Ｎ

Ｈ
Ｋ
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代

「
ど
う
す
る
原
発
」
で
、
政
府

の
原
発
回
帰
の
政
策
に
関
し
て

国
民
へ
情
報
提
供
を
行
っ
て
い

た
。
柏
崎
刈
羽
原
発
は
原
発
事

故
後
に
長
期
運
転
停
止
と
な
っ

て
い
た
が
、
海
水
を
通
す
配
管

に
お
よ
そ
10
年
ぶ
り
に
通
水
し

た
と
こ
ろ
、
腐
食
が
原
因
と
み

ら
れ
る
穴
が
見
つ
か
っ
た
。
長

期
間
の
運
転
停
止
に
よ
る
影
響

だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
を

知
っ
た
上
で
、
運
転
期
間
の
60

年
超
え
を
容
認
す
る
国
民
は

ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
？　

「
聞
く
力
」
や
「
丁
寧
な
説
明
」

が
信
条
の
岸
田
首
相
な
ら
ば
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
国
民
に

ゆ
っ
く
り
語
り
か
け
た
上
で
政

策
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

冬の渡り鳥。石川県では奥能登から加賀方面に南下し
ます。金沢辺りまで来ると十分エサを摂り丸々と脂を蓄え
ています。現在は捕獲することは禁じられていますが、半
世紀前は小鳥の焼き鳥と言えばツグミが一番とされていま
した。霞網を使い、お
とりの鳴き声で誘い寄
せて捕まえていまし
た。今だとお縄になる
のでやめましょう。生
唾を飲み込みながらの
撮影は愛鳥家として失
格です。私の邪心を読
み取ったのかツグミさ
んは近づくと逃げてし
まいます。

さて、庶民のおいし

いものを食べたい気持ちに比べると、童話「青い
鳥」の「幸福の館」のキャラクターには「金を持
つ贅沢」氏、「お腹が空いていない時に食べる贅沢」
氏など様々な「贅沢氏」が登場します。贅沢は素
敵だが、過ぎると霧を隔てた隣の「不幸たちの洞
窟」に消えていきます。その後、現れる天使「よ
ろこび」の言葉は、「母の愛は年なんか取らない。

それどころかどんどん強く、若く、幸福になっていく。あ
なたたちが笑ってくれるたびにね」。

トトト… と数歩あるき立ち止まり、首を伸ばして周囲
をうかがう姿がなんとも可愛らしい。

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
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明日の医療を考える

特集／経営対策シリーズ2023

保険医の経営と税務
確定申告・医業経営改善のために

保
険
医
の
経
営
と
税
務 

2
0
2
3
年
版

発
刊
の
ご
案
内

保
団
連
が
確
定
申
告
や
日
常
の
経
営
税
務
対
策
の
た
め
に

毎
年
発
行
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト「
保
険
医
の
経
営
と
税
務
」の

2
0
2
3
年
版
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。

ご
希
望
の
会
員
は
１
冊
無
料
、２
冊
目
か
ら
は
会
員
価
格

（
1
0
0
0
円
）で
す
。同
封
の
案
内
チ
ラ
シ
よ
り
ご
注
文
く
だ

さ
い
。

村田　祐一（金沢市・小児科）

「青い
鳥」を求めて

第8回ツグミ（ツグミ科　全長24cm）

皮膚欠損用被覆材の算定方法
ぽんすけ： 重度褥瘡の患者さんが自宅で自分で交換できる

ように、皮膚欠損用被覆材を処方しておきたいな～どう
やって請求したらいいのかな。

天の声： ぽんすけ先生、皮膚欠損用被覆材は外用薬ではなく、
特定保険医療材料です。なので「処方」はできません。

ぽんすけ： えーっ！じゃあ渡しておけないってこと？？
天の声： 患者さんに渡しておくことができるのは、「在宅医

療の部」の材料として患者さんに支給した場合です。ただ
し、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している通院困
難な患者等の条件がありますので、表を参照してくだ
さい。

「処置の部」の材料 「在宅医療の部」の材料

使用目的 医師が行った処置で使
用

患者が在宅療養で使用する
材料として支給

患者の要件 特になし

以下の①または②に該当す
る患者
①いずれかの在宅療養指導
管理料を算定する通院困難
な患者で皮下組織に至る褥
瘡（DESIGN-R 分類D3、
D4及びD5）に使用した
場合
②難治性皮膚疾患処置指導
管理料を算定している患者

使用できる
期間

2週間を標準として、
特に必要と認められる
場合は3週間限度

上記①の患者は原則3週間
限度。3週間を超えて使用
する場合はレセプトに理由
の記載が必要

レセプト記
載要領 ・「㊵処置」欄で請求

・	「⑭在宅」欄で請求
・	3週間を超えて使用する
場合は「摘要」欄に詳細
な理由を記載する
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